平成２２年１月２２日

近畿税理士会　制度部　御中

近畿青年税理士連盟

代表幹事　櫻井繁樹

「税理士法改正に関するプロジェクトチームによるタタキ台」に関する意見書

Ⅱ１（２）補助税理士制度のあり方

意見

・補助税理士制度の存置及び名称について。

本質的な問題は、税理士法第２条３項に定められる「補助者」を、基本通達2-7において補助税理士に限定していることであり、税理士が自ら勤務専念型を選択する場合を考慮すると、補助税理士制度の存置は賛成である。
また、補助税理士制度（他人の求めに応じられない）と従前のいわゆる「勤務税理士」制度（他人の求めに応じることができる）との選択による雇用形態が望ましいと考えるため、現行の補助税理士制度を残し、従前のいわゆる「勤務税理士」（区分としては開業税理士）が税理士法第２条３項業務を行えるよう措置することに賛成である。
名称については現状のままでよい。
Ⅱ２（１）税理士の資格

意見

税理士としての資質の検証にあたっては、原則として公正な方法で行われる国家試験に合格した者にのみ税理士となる資格を付与することが、資質を一定水準以上に担保することができ、納税者からも最も納得が得られる方法である。

尚、現行法において必要最低限以下の改正が必要である。
・弁護士・公認会計士に対して一部科目免除について。

公認会計士は会計の専門家であり、税理士試験の簿記論及び財務諸表論の会計学に属する科目については資質の検証はなされていると考えられるため、公認会計士に税法に属する科目の合格を必須とするのであれば、会計学に属する科目の免除には賛成とする。

弁護士は法律の専門家であり法律全般に対する資質の検証がなされていると考えられるため、弁護士に会計学に属する科目の合格を必須とするのであれば、税法に属する科目の免除には賛成とする。

但し、  弁護士については、会計学に属する科目のうち1科目の合格、公認会計士については、税法に属する科目のうち、1科目の合格を要件とすることには反対である。現行の試験制度を受験し、弁護士は会計二科目、会計士は税法三科目の合格を要件とすべきである。
・税務官公署等行政実務経験者
税務官公署等行政実務経験者について科目免除を与える必要はない。制度を廃止し、税理士試験を受験すべきである。
・修士学位取得者

前回の改正により一定の評価は出来るが、税法科目に関して、いずれか1科目となっており、税理士試験で「所得税又は法人税」を選択必須としていることとの整合性、税理士としての能力を担保、税理士業務のからの重要性を勘案すれば、税法科目は「所得税又は法人税」のいずれか1科目の合格を必要とすべきである。

・経過措置を置くことの是非。

法改正から施行までの期間があることで、充分な周知期間を与えられていると考えられるため、別段の経過措置を設ける必要性は無い。よって研修制度を設置する必要性も無い。

・実務経験期間について

現行法における法第3条第１項本文中の「租税に関する事務又は会計に関する事務」を「租税に関する事務及び会計に関する事務」に改正すべきである。
Ⅱ２（２）実務修習制度の創設

意見

・実務経験がない者に対する実務修習所設置について。

現在の資格取得要件としての、２年間の実務経験は、単なる知識のみではなく、税理士業務を行うために必要な実務能力（得た知識の使い方や納税者との信頼関係の築き方等）を養う場として、必要不可欠のものである。実践を伴わない短期間の実務修習制度では、この２年間の実務経験に代替するものとはならない。よって、単なる資格取得の利便性を上げ、登録しやすくするための要件緩和策としての実務修習制度の創設は、税理士の資質の低下を招くものであり信頼性の確保という趣旨にそぐわないものであり反対である。

但し、単に短期間に実務に就くことを目的とするものではなく、実務修習の内容が２年間の実務経験に相当する程度まで充実したものであれば反対はしない。
Ⅱ２（４）試験科目の整理

意見

・試験科目の整理には賛成である。

但し、税理士を目指す者の利便性のみを考慮した整理には反対である。

Ⅱ３（１）研修受講の義務化

意見

・研修受講の義務化には反対である。
研修受講の義務化は、専門家としての自主・自律性を阻害し、制度の質を後退させる可能性がある。資質の維持・向上は専門家に課せられた当然の使命である。
Ⅱ３（２）税務支援のうち税務援助への従事義務

意見

・税務援助の従事義務化し、従事義務違反については一般の懲戒とすることについて。

法制化する目的が全く不明確であり、税務援助の従事義務を税理士法上に記載することには以下の理由から反対である。

(a)税務援助は、そもそも経済的弱者に対して納税者の権利を擁護するという崇高な理念をもって、自発的に税理士の社会公共的使命として行うべきものであって法律で義務化すべき性質のものではない。現行の会則上の記載をあえて、法律として格上げする必要はない。
(b)現行の税務支援は、「独自事業」「受託事業」「協議派遣事業」の3区分に分類されているが、このうち「受託事業」に関しては、課税庁からのアウトソーシングによるものであり、法制化することによって、税理士に課税庁の下請け機関としての役割を強制するものとなり、かえって納税者側に立つべき税理士の信頼性を低下させることが危惧される。また、「受託事業」には「税務援助」部分と「税務指導」部分が混在しており、「受託事業」の中から「税務援助」部分を抽出することは現状のままでは不可能である。（可能とすれば、商工会議所等と行う「協議派遣事業」のみである）

(c)税務援助部分は現状下において充分達成されており、あえて「税務援助」に限定する必要性が全く見当たらない。（実際、確定申告相談の会場において、税務援助対象者はごく僅か）

上記に記載した観点及び「そもそも何をもって従事義務違反対象者とするのか（「従事義務を割り当てられた者」と「従事義務を割り当てられなかった者」との整合性等）という定義が不明確である点」から、当然に一般の懲戒の対象とすることには反対である。

Ⅱ３（３）税理士証票の更新義務

意見
・証票更新制度を税務援助とリンクさせることについて。
証票の更新がなされなかった場合の不利益等が不明であり、更新要件を設けることの実効性が不明確である。税理士の納税者に対する信頼性の担保のため、資質の維持・向上の観点から更新制度を導入するのならまだしも、法制化し一般の懲戒の対象としたうえ、わざわざ実質的な効力をもたらさない「証票の更新制度」を導入し、税理士会として取り締まるがごとく姿勢をとるのは、まさに課税庁に擦り寄る姿勢を印象付けるものである。よって「証票の更新制度と税務援助従事」をリンクさせることについて反対である。

また、研修制度と証票の更新制度とのリンクについても反対である。
Ⅱ３（４）税理士職業賠償責任保険への加入義務

意見

・税理士職業賠償責任保険への加入を義務化することには反対である。
　　業務上発生するリスクについては、個々の税理士が独立した職業専門家として、自己研鑽によりその軽減を図り、それでも発生したリスクについては自己責任により解決するのが本来の姿であり、法によって保険加入を強制することによって解決すべき性格のものではない。
　 また、保険制度の本質から、この加入義務化の導入は、納税者を保護するというよりは、税理士の経営の安定化が主目的であると社会から認知され、決して社会的信頼性の向上に寄与するものとは思われない。

　Ⅲ（２）法第３０条に基づく書面添付制度・意見聴取制度

意見

代理権限の一層の強化・拡充を図るためには、まずは現行法における税務代理権限を強化・拡充を図る必要がある。
そこで、税務調査の通知に関して、税理士の法的地位を確立すべく税務代理権限書が提出されている場合には、調査の種類を問わず、納税者より前に税理士に事前通知がなされるべきである。
